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質　　　問 回　　　答
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複合遊具は桁等購入費に該当するとの
先に回答がありましたが、マット等の
付属品を含めて複合遊具と考え桁等購
入費に該当すると考えればよろしいの
ですか。　　　又、複合遊具の運搬費
も「材料費は現着まで」との考えより
桁等購入費に該当するのですか。

マット等の付属品については、カタロ
グ製品単体のものになりますので、桁
等購入費には算入していません。
また、複合遊具の運搬費につきまして
も、桁等購入費には算入していませ
ん。
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（e-mailアドレス）　keiyaku@city.kadoma.osaka.jp

電話06（6902）5746（内線2216～2218）
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